
埼玉県 

＜報道発表資料＞ 

1/4 

カテゴリー:お知らせ 

 

 

４月２日は「世界自閉症啓発デー」 

～県内の建物やオブジェがブルーにライトアップされます～ 

 
 

 ４月２日は「世界自閉症啓発デー」です。これは、２００７年に自閉症のことを

知るための日をつくろうと、世界各国の代表により国連の会議で決定されました。 

 また、我が国では４月２日から４月８日までの１週間を「発達障害啓発週間」と

し、「いやし・希望・平穏」を表す「青」をシンボルカラーにして、各地でライト

アップやイベントが行われます。 

 この趣旨に賛同いただいた実施主体により、埼玉県内でもブルーライトアップが

行われます。今年は彩の国さいたま芸術劇場と埼玉スタジアム２００２もライトア

ップされます。 

 

１ 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間 

（１）世界自閉症啓発デー  令和８年４月２日（木） 

（２）発達障害啓発週間   令和８年４月２日（木）～８日（木） 

 

２ ブルーライトアップを行う県内施設やオブジェ 

※天候等の事情により変更・中止となる場合があります。 

（１）埼玉会館（さいたま市浦和区） 

４月２日（木）～８日（水） 

実施主体：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団埼玉会館 

（２）彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市中央区） 

４月２日（木）～８日（水） 

実施主体：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団彩の国さいたま芸術劇場 

（３）大宮ソニックシティビル（さいたま市大宮区） 

   令和８年３月３０日 

福祉部 障害者福祉推進課 
障害福祉・自立支援医療担当 塩川 

直通 048-830-3315 
E-mail: a3300-05@pref.saitama.lg.jp 
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４月２日（木） 

実施主体：大宮ソニックシティ株式会社 

（４）埼玉県立小児医療センターカリヨンの樹（さいたま市中央区） 

   ４月２日（木）～８日（水） 

   実施主体：埼玉県立小児医療センター 

（５）埼玉スタジアム２〇〇２（さいたま市緑区） 

   ４月２日（木）及び８日（水） 

   実施主体：埼玉スタジアム２００２公園管理事務所 

（６）忍城（行田市） 

４月２日（木）～８日（水） 

   実施主体：行田市 

   お問い合わせ先：行田市健康福祉部福祉課 048-556-1111 

（７）本庄ガス ECOはにぽんプラザ（本庄市） 

   ３月２７日（金）～４月１２日（日） 

   実施主体：ＮＰＯ ま・くーる 

   お問い合わせ先：本庄市福祉部障害福祉課 0495-25-1125 

（８）古利根公園橋（春日部市） 

 ４月２日（木）～８日（水） 

   実施主体：春日部市 

   お問い合わせ先：春日部市福祉部障がい者支援課 048-736-1131 

（９）狭山市駅西口エスカレーター（狭山市） 

４月２日（木）～８日（水） 

実施主体：狭山市 

お問い合わせ先：狭山市福祉部障がい者福祉課 04-2953-1111 

（10）狭山市市民交流センター（狭山市） 

４月２日（木）～８日（水） 

実施主体：狭山市 

お問い合わせ先：狭山市福祉部障がい者福祉課 04-2953-1111 
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（11）草加市役所本庁舎（草加市） 

４月２日（木）～８日（水） 

   実施主体：草加市 

   お問い合わせ先：草加市福祉部障がい福祉課 048-922-1436 

（12）富士見市都市宣言電光掲示板（富士見市） 

４月２日（木）～８日（水） 

   実施主体：富士見市 

   お問い合わせ先：富士見市健康福祉部障がい福祉課 049-251-2711 

（13）寄居町役場庁舎（寄居町） 

４月２日（木）～８日（水）（休日を除く） 

   実施主体：寄居町 

   お問い合わせ先：寄居町福祉課 048-581-2121 

 

３ その他啓発イベントについて 

（１）発達障害についての講演動画の配信 

埼玉県と公益財団法人明治安田こころの健康財団は、発達障害の理解を促進

するための県民向け講演会を平成 30年度から共同で実施しています。 

このたび、世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間を前に、3月 12日から下

記の講演動画を配信していますので、ぜひ御視聴ください。 

講演内容 

  「学業を終えて社会に出るところで困難に直面する発達障害の人たち」 

講師 

   本田 秀夫 氏 

   信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室 教授 

   信州大学医学部附属病院 子どものこころ診療部 部長 

   長野県発達障がい情報・支援センター「といろ」 センター長 

視聴方法 

   下記の発達障害総合支援センターホームページ「動画で学ぶ発達障害」に 
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アクセスし御覧ください。 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/b0614/hattatuvideo.html 

（２）映画館でのイヤーマフの貸出 

   発達障害者の中には感覚敏感さをお持ちの方が比較的多くいらっしゃいま

す。映画館の大きなスクリーンで映画を楽しみたいにもかかわらず、聴覚過敏

により迫力のある音響が苦手という方のために、株式会社松竹マルチプレック

スシアターズ、イオンエンターテイメント株式会社にご協力をいただき、イヤ

ーマフを貸し出します。 

   実施場所：MOVIXさいたま（コクーンシティ 2階） 

MOVIX川口（アリオ川口 3階） 

イオンシネマ大宮（イオン大宮店 4階） 

イオンシネマ春日部（イオンモール春日部 3階） 

期間：３月２日（月）～４月８日（水） 

※ MOVIXさいたま、イオンシネマ大宮、イオンシネマ春日部では、期間外でもイ

ヤーマフの貸出を行っております。 

（３）世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間にかかるパネル展示 

実施場所：コクーンシティ（さいたま新都心駅東口） 

期間：４月２日（木）～８日（水） 

実施主体：埼玉県、JDDnet埼玉 

（１）～（３）のお問い合わせ先 

 埼玉県発達障害総合支援センター 048-601-5551 

 

（参考）「発達障害」とは 

   自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥

多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢に

おいて発現するもの 

  （発達障害者支援法第２条） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0614/hattatuvideo.html

